生活習慣病予防検診助成要綱

社団法人熊本県トラック協会
平成１４年３月２７日
　　　　　　　平成１５年３月２８日一部改正
平成１６年３月２6日一部改正
                                            平成１７年３月２９日一部改正
                                            平成１８年３月２８日一部改正
                                            平成１９年３月２９日一部改正
                                            平成２０年３月１７日一部改正
 (目　的)

第1条 この要綱は、社団法人熊本県トラック協会（以下「協会」という。）に

所属する会員事業所に勤務する運転者の生活習慣病を予防するため、一般会計福利厚生事業助成費をもって、その検診料の一部を助成し健康の増進と交通事故防止を図ることを目的とする。

（助成対象者）

第2条 助成対象者は、協会の会員事業所に勤務する満４０歳以上の運転者とする。

第3条 (助成額) 

第4条 検診料に係る助成は、当該年度内１人１回とし、助成額は１,０００円
とする。

（助成期間等）

第5条 ４月１日から２月末日までに検診を終了し、３月１０日までに、生活習慣病予防検診料助成申請書を協会に提出するものとする。

（助成申請書の提出）

第5条 　会員事業所の代表者は、検診を終了したのち、すみやかに生活習慣病予防検診料助成申請書（様式１）に基づき協会に提出すること。

　　２　申請書には、生活習慣病予防検診受診者名簿（様式２）および検診の内容が確認できる書類（医療機関発行の請求書または領収書の写し等）を添付すること。

（助成金の支払）

第6条 　生活習慣病予防検診料助成申請書を提出後、概ね１ヶ月以内に支払うものとする｡

２　振込み手数料は協会負担とする。

　ただし、申請書の誤記等事業所の責により発生した再送金料等については事業所負担とする。
（予　算）

第7条 　この制度は、一般会計福利厚生助成事業の年度予算の範囲内で、申込み順とする。

附則　この要綱は、平成２０年４月１日から適用する｡
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